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平
成
　
年
度
住
民
税
の
税
制
改
正
な
ど

27

問
合
せ
　
課
税
課
市
民
税
係
階
　162

＊印の部分が、改正により延長および拡充された部分です。

平成26年1月1日から

（本則税率）

平成25年12月31日まで

（軽減税率）

住民税率所得税率住民税率所得税率

5％15％3％7％
源泉徴収口座以外

（確定申告が必要）

5％

（配当割・譲渡

所得割）

15％

3％

（配当割・譲渡

所得割）

7％
源泉徴収口座

（確定申告は任意）
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猿住民税における住宅ローンの控除

猿上場株式等の配当および譲渡所得に係る税率

　
平
成
　
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
個
人
住
民
税
（
市
民
税
・
都

27

民
税
）、
軽
自
動
車
税
お
よ
び
法
人
市
民
税
の
税
制
改
正
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

 住
宅
ロ
ー
ン
控
除
対
象
期
間
の
延
長
お
よ
び
控
除
限
  

 度
額
の
拡
充

　
住
民
税
に
お
け
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は
、
平
成
　
年
度
の

25

税
制
改
正
に
よ
り
、
左
表
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

　
平
成
　
年
以
降
に
入
居
し
、
初
め
て
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

26

受
け
る
方
は
、
青
梅
税
務
署
へ
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
青
梅
税
務
署
（
緯
０
４
２
８－

２
２－

３
１
８

５
）
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

 上
場
株
式
等
の
配
当
お
よ
び
譲
渡
所
得
に
係
る
軽
減
  

 税
率
の
廃
止

　
こ
れ
ま
で
上
場
株
式
等
の
配
当
お
よ
び
譲
渡
所
得
に
は
軽

減
税
率
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
　
年
　
月
　
日

25

12

31

で
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。
平
成
　
年
か
ら
本
則
税
率
が
適
用

26

さ
れ
て
い
ま
す
。「
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
」
な
ど
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴
い
確
定
申
告
を
選
択

し
た
場
合
に
住
民
税
の
所
得
割
か
ら
控
除
さ
れ
る
配
当
割
・
株

式
譲
渡
所
得
割
に
つ
い
て
も
変
更
と
な
り
ま
す
。

燕
上
場
株
式
等
の
配
当
・
譲
渡
所
得
を
確
定
申
告
し
た
場
合
の

注
意
事
項

①
合
計
所
得
金
額
に
算
入
さ
れ
、
所
得
金
額
が
増
え
る
こ
と

で
、
配
偶
者
控
除
や
、
扶
養
控
除
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

②
源
泉
（
特
別
）
徴
収
さ
れ
た
住
民
税
（
配
当
割
・
譲
渡
所
得

割
）
は
翌
年
度
の
住
民
税
所
得
割
額
か
ら
差
し
引
か
れ
ま

す
。
引
き
き
れ
な
か
っ
た
場
合
は
住
民
税
均
等
割
額
へ
の

充
当
や
還
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
所
得
金
額
が
増
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
、
介
護
保
険
の
保
険
税
（
料
）
や
負
担
割
合
に
影
響
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

③
配
当
所
得
を
総
合
課
税
で
申
告
し
た
場
合
、
所
得
税
は
累

進
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
平
成
　
年
か
ら
　
年
ま
で
基
準
所
得
税
に
　
％
を
乗
じ
た

25

49

2.1

額
（
復
興
特
別
所
得
税
）
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

平成26年1月から平成29年12月までに居住した方

【4年間延長されました】

＊控除対象
となる居
住年

所得税の住宅ローン控除を受け、所得税において控除し

きれなかった住宅ローン控除可能額がある方
控除対象と
なる方

所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税におい

て控除しきれなかった額
1

控除額

右の1、2の
いずれか少な
い金額

所得税の課税総所得金額等の額に5％を

乗じて得た額

（限度額97,500円　市民税58,500円、都

民税39,000円）

平成26年1

月～3月に

居住した方

2 所得税の課税総所得金額等の額に7％を

乗じて得た額

（限度額136,500円　市民税81,900円、

都民税54,600円）

【新たに拡充されました】

＊平成26年

4月 ～ 平

成29年12

月に居住

した方
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 問合せは羽村市役所（緯555-1111）または各施設へ 

猿バイクなどの軽自動車税額（年額）

猿法人市民税の法人税割税率

猿軽四輪などの軽自動車税額（年額）

 軽
自
動
車
税
の
税
率
改
正

焔
バ
イ
ク
な
ど
の
軽
自
動
車
税

　
平
成
　
年
度
か
ら
、
原
付
や
１
２
５
呪
以
上
の
バ
イ
ク
な

27

ど
の
車
両
の
税
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

焔
四
輪
・
三
輪
の
軽
自
動
車
税

　
平
成
　
年
４
月
１
日
以
後
に
新
規
登
録
す
る
車
両
（
初
め

27

て
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
る
車
両
　
）
か
ら
新
税
率
（
下

(*1)

表
②
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
　
年
３
月
　
日
ま
で
に
新
規
登
録
し
た
車
両
は
、
登

27

31

録
後
　
年
ま
で
は
、
現
行
税
率
（
下
表
①
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

13

新
規
登
録
を
し
た
月
か
ら
　
年
を
経
過
し
た
車
両
（
電
気
軽

13

自
動
車
、
天
然
ガ
ス
軽
自
動
車
、
メ
タ
ノ
ー
ル
軽
自
動
車
、
混

合
メ
タ
ノ
ー
ル
軽
自
動
車
、
電
力
併
用
軽
自
動
車
、
被
け
ん

引
自
動
車
は
除
く
）
は
、
平
成
　
年
度
以
降
、「
重
課
税
率
　
」

28

(*2)

（
下
表
③
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

   法
人
市
民
税
の
法
人
税
割
税
率
改
正

　
税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
　
年
　
月
１
日
以
後
に
開
始
す

26

10

る
事
業
年
度
分
か
ら
、
法
人
市
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
が

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　　　
ま
た
、
今
回
の
改
正
に
伴
い
、
予
定
申
告
に
つ
い
て
も
一

部
変
更
と
な
り
、
平
成
　
年
　
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
最

26

10

初
の
事
業
年
度
の
予
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
割
額
が
、

前
年
度
の
法
人
税
割
額
の
　
分
の
　
（
通
常
は
　
分
の
６
）

12

4.7

12

と
な
り
ま
す
。

 従
業
員
の
個
人
住
民
税
は
、
特
別
徴
収
で
！

　
従
業
員
（
給
与
所
得
者
）
の
個
人
住
民
税
は
、
給
与
か
ら

差
し
引
く
特
別
徴
収
が
原
則
で
す
。
東
京
都
と
都
内
全
　
市
62

区
町
村
は
特
別
徴
収
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

税税　率率

車種区車種区分分

③重課税③重課税率率②新税②新税率率①現行税①現行税率率

新規登録後13新規登録後13年年
が経過した車が経過した車両両
※※中古車を含中古車を含むむ

平成27年4月1日以平成27年4月1日以降降
に新規登録した車に新規登録した車両両
※※中古車として取得中古車として取得しし
　た車両を含た車両を含むむ

平成27年3月31日平成27年3月31日まま
でに新規登録した車でに新規登録した車両両

4,600円3,900円3,100円三　輪

12,900円10,800円7,200円自家用
四輪乗用

8,200円6,900円5,500円営業用

6,000円5,000円4,000円自家用
四輪貨物

4,500円3,800円3,000円営業用

(*1)…初めて車両番号の指定を受けた時期は、自動車検査証（車検証）の初度検査
　年月で判断します。
(*2)…重課税率とは、環境に配慮する観点から、新規登録から13年経過した車両に
　対し、14年目以降に適用されるものです。新税率に対して20％加算となってい
　ます。

新税新税率率現行税現行税率率

区区　分分 平成2平成277
年度か年度からら

平成2平成266
年度ま年度までで

2,000円1,000円50呪以下

原　付
2,000円1,200円50呪超90呪以下

2,400円1,600円90呪超125呪以下

3,700円2,500円ミニカー

3,600円2,400円軽二輪（125呪超250呪以下）

3,600円2,400円 専 ら雪上を走行するもの
もっぱ

6,000円4,000円小型二輪（250呪超）

2,400円1,600円農耕作業用

小型特殊
5,900円4,700円

その他（フォーク
リフトなど）

平成26年10月1日
以降に開始する事
業年度の法人税割
の税率

平成26年9月30日
までに開始した事
業年度の法人税割
の税率

12.1％14.7％
資本金の額もしくは
出資金の額が1億円
以上の法人など

9.7％12.3％
資本金の額もしくは
出資金の額が1億円
未満の法人など
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固
定
資
産
税
の
申
告
・
減
額
措
置
な
ど

　
　
　

市政の情報!
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固
定
資
産
税
の
申
告
・
届
出

 取
り
壊
し
家
屋
（
建
物
）
の
届
け
出
 

　
平
成
　
年
中
に
、
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家

26

屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し
た
場
合

は
、
取
り
壊
し
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
の
場
合
は
、

東
京
法
務
局
西
多
摩
支
局
（
登
記
所
）
で
滅

失
登
記
な
ど
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
取
り
壊
し
の
届
け
出
ま
た
は
滅
失
登
記
な

ど
が
な
い
場
合
は
、
平
成
　
年
度
以
降
も
家

27

屋
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
課
税
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

 住
宅
用
地
な
ど
の
申
告
 

　
市
内
に
土
地
を
所
有
し
て
い
る
方
で
、
平

成
　
年
中
に
次
に
該
当
す
る
方
は
、
申
告
し

26
て
く
だ
さ
い
。

焔
住
宅
を
新
築
し
、
土
地
を
新
し
く
住
宅
用

地
と
し
て
使
用
し
た

焔
住
宅
を
取
り
壊
し
、
土
地
を
住
宅
用
地
と

し
て
使
用
し
な
く
な
っ
た

焔
住
宅
用
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
事
業
用

家
屋
を
新
築
し
た

焔
住
宅
を
事
業
用
家
屋
に
用
途
変
更
し
た

申
告
期
限
　
１
月
　
日
臥

31

 住
宅
用
地
の
建
替
え
特
例
措
置
 

　
固
定
資
産
税
の
賦
課
期
日
（
１
月
１
日
）

前
に
住
宅
を
取
り
壊
し
た
場
合
で
も
、
住
宅

の
建
替
え
に
着
工
し
て
い
る
な
ど
一
定
の
要

件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
、
住
宅
用
地
の
特

例
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
該
当

す
る
方
は
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
を
減
額
し
ま
す

　
次
の
場
合
、
固
定
資
産
税
を
減
額
し
ま
す
。

焔
住
宅
を
省
エ
ネ
改
修
し
た
場
合

焔
住
宅
を
耐
震
改
修
し
た
場
合

焔
住
宅
を
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
し
た
場
合

　
い
ず
れ
も
工
事
完
了
後
３
か
月
以
内
に
申

告
が
必
要
で
す
。

※
減
額
の
範
囲
や
要
件
、
申
告
方
法
な
ど
に

つ
い
て
詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

申
告
先
・
問
合
せ
　
課
税
課
資
産
税
係
階
　157

　
最
近
、
市
内
で
イ
ノ
シ
シ
が
目
撃
さ
れ
て

い
ま
す
。
近
寄
る
と
危
険
で
す
。
イ
ノ
シ
シ

を
目
撃
し
た
場
合
は
福
生
警
察
署
へ
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

 市
内
目
撃
情
報
 

焔
　
月
　
日
蚊
午
後
　
時
ご
ろ
　

11

23

11

　
羽
中
付
近
２
頭
（
親
子
と
み
ら
れ
る
）

焔
　
月
３
日
我
午
前
５
時
　
分
ご
ろ

12

50

　
玉
川
付
近
２
頭
（
親
子
と
み
ら
れ
る
）

 イ
ノ
シ
シ
に
出
会
っ
た
ら
 

燕
イ
ノ
シ
シ
を
刺
激
し
な
い

　
本
来
、
イ
ノ
シ
シ
は
臆
病
な
動
物
で
す
。

こ
ち
ら
か
ら
何
も
し
な
い
限
り
、
突
然
襲
っ

て
く
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
見

か
け
て
も
、
刺
激
し
て
追
い
回
し
た
り
、
石

を
投
げ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

燕
ゆ
っ
く
り
と
後
ず
さ
り

　
イ
ノ
シ
シ
が
こ
ち
ら
に
気
づ
い
て
い
な
い
、

イ
ノ
シ
シ
と
の
距
離
が
十
分
あ
る
場
合
、
静

か
に
そ
の
場
を
立
ち
去
り
ま
し
ょ
う
。

連
絡
先
　
福
生
警
察
署
生
活
安
全
課

　
緯
５
５
１－

０
１
１
０

問
合
せ
　
環
境
保
全
課
環
境
保
全
係
階
　226

　
国
民
年
金
は
、
年
金
制
度
の
土
台
と
し
て
、

国
が
全
国
民
共
通
の
基
礎
年
金
と
し
て
運
営

し
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
　
歳
以
上
　
歳
未

20

60

満
の
誰
も
が
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社

会
保
障
制
度
で
す
。

　
就
職
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合

に
加
入
し
て
い
る
方
以
外
は
、
国
民
年
金
に

加
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。　

歳
の
誕
生

20

日
を
迎
え
た
ら
速
や
か
に
加
入
の
手
続
き
を

し
ま
し
ょ
う
。
国
外
に
住
む
日
本
人
の
方
は
、

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
歳
に
な
る
と
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
国

20
民
年
金
加
入
手
続
き
の
書
類
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
、
市
役
所
１
階
市

民
課
高
齢
医
療
・
年
金
係
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
経
済
的
に
納
付
の
困
難
な
方
に
は
、
納
付

が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
い
ず
れ
も
申
請
し
、
承
認
を
受
け

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
学
生
の
方
は
、
学

生
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
市
民
課
高
齢
医
療
・
年
金
係
階
　137

　

歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年

　
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金金
　

2020
　

イ
ノ
シ
シ
が
目
撃
さ
れ
ま
し
た

イ
ノ
シ
シ
が
目
撃
さ
れ
ま
し
た
！！
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 問合せは羽村市役所（緯555-1111）または各施設へ 

　
暮
ら
し
や
市
政
な
ど
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

提
案
を
市
長
が
伺
い
ま
す
。

　
身
近
な
話
か
ら
、
ま
ち
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
が
見
つ
か

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

日
　
時
　
２
月
４
日
我
午
後
７
時
～
９
時

会
　
場
　
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

対
　
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
の
方

申
込
み
・
問
合
せ
　
事
前
に
、
電
話
ま
た
は
直
接
広
報

広
聴
課
市
民
相
談
係
階
　
へ
192

※
予
約
の
枠
に
空
き
の
あ
る
場
合
は
、
当
日
会
場
で
も

受
け
付
け
ま
す
。
当
日
の
受
付
は
午
後
８
時
　
分
ま

30

で
で
す
。

※
申
込
み
状
況
に
よ
り
、
初
め
て
参
加
す
る
方
を
優
先

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
１
人
ず
つ
市
長
と
話
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
１
人

　
分
程
度
）

15
※
団
体
を
代
表
し
て
で
は
な
く
、
個
人
と
し
て
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。

※
提
案
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
後
日
回
答
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。
安
心
し
て
参
加
し
て
く
だ

さ
い
。

市
長
と
ト
ー
ク
（
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
）

　
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
は
、
確
定
申
告
な
ど
の
電

子
申
請
・
届
出
を
行
う
際
に
必
要
と
な
る
電
子
証
明
書

を
発
行
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
通
常
は
平
日
の
み
の
取
扱
い
で
す
が
、
次
の
期
間
、

土
曜
日
も
取
扱
い
を
行
い
ま
す
。

取
扱
期
間
　
１
月
　
日
臥
～
３
月
　
日
臥
の
毎
週
土
曜
日

10

14

受
付
時
間
　
午
前
８
時
　
分
～
　
時
　
分
、
午
後
１
時

30

11

30

～
４
時
　
分
30

電
子
証
明
書
発
行
手
数
料
　
５
０
０
円

※
日
曜
日
・
祝
日
は
取
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。

※
電
子
証
明
書
の
発
行
に
は
、
本
人
の
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

※
申
請
の
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

※
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー

ビ
ス
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
市
民
課
受
付
係
階
　123

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
　
土
曜
日
取
扱
い
の
実
施

～
あ
な
た
の
ア
イ
デ
ア
を
市
政
に
～

毅
毅

毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅

　「テレビはむら」は、多摩ケーブルネットワーク
「TCN」デジタル放送055チャンネルで、毎週木曜
日から水曜日までの１週間単位で放映しています。

猿放映時間（30分）猿　
　①午前9時～ ②午後5時～ ③午後9時～
※毎週土曜日に限り、「TCN」デジタル放送101チャ
　ンネルで放送を行っています。（①午後1時30
　分～②午後5時～③午後9時～）
※最近の番組は、市公式サイトで動画配信してい
　ます。

問合せ　広報広聴課広報係階505

　平成27年の幕開けにふさわしく、自分の夢に向かっ
て頑張っている若い方が、並木市長と対談します。
　今年は、関根ハンナさんと齊藤寛文さんの2人の新
成人をお招きします。
　実はこの2人、5年前、中学校3年生だった時に「市
長と語ろう 2010」に出演し
ていただいているんです。
　あれから5年が経ち、成
人という節目を迎えた今、
自身の成長や将来の夢につ
いて語っていただきます。

　羽村東小学校で2年に一度行われる学芸会。子ども
たちは、よりよい演技を目指し、本気で取り組みます。
　小学校生活最後の学芸会に挑む、6年生に密着しま
した。ぜひ、お見逃しなく！
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